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序　　文序　　文序　　文序　　文序　　文

　パキスタン・イスラム共和国における母子保健の状況は、妊産婦死亡率・乳幼児死亡率が共に

高く、緊急に対策を検討するべき状況です。同国は、地方における保健医療の対策の立ち遅れだ

けでなく、女性への保健行為は女性が行うという習慣が強いにもかかわらず、女性医療従事者が

全国的に不足しているのが現状です。

　このような状況に鑑み、女性の医療従事者の再教育を中心とした母性保護の向上をめざし、同

国は平成３年12月18日にわが国に対し、首都イスラマバードにあるパキスタン医科学研究所（Ｐ

ＩＭＳ）構内に無償資金協力による母子保健センター建設および同センターにおけるプロジェク

ト方式技術協力を要請しました。

　これを受け、国際協力事業団は、プロジェクト方式技術協力による母子保健プロジェクトの実

施の可能性について調査すべく、平成７年９月23日から10月５日までの日程で、国立国際医療セ

ンター国際医療協力局派遣協力課長喜多悦子氏を団長として事前調査団を派遣しました。

　本報告書は同調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに、本件調査にご協力いただき

ました関係各位に対し、深甚なる謝意を表しますとともに、本プロジェクト実施に向けて、今後

ともご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

　平成８年４月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
医 療 協 力 部 長 　医 療 協 力 部 長 　医 療 協 力 部 長 　医 療 協 力 部 長 　医 療 協 力 部 長 　 平 良 専 純平 良 専 純平 良 専 純平 良 専 純平 良 専 純
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１．１．１．１．１．事前調査団派遣事前調査団派遣事前調査団派遣事前調査団派遣事前調査団派遣

１－１　調査団派遣の背景・経緯と目的

　パキスタン・イスラム共和国（以下、パキスタン）では、高い妊産婦死亡率（Maternal Mortality

Rate：ＭＭＲ）・乳幼児死亡率に示されるように母子の健康状態は劣悪な状態にある。小児保健分

野では、各ドナーの努力もあって改善をみてきているが、女性の社会的地位や教育水準が一般的

に低いこともあって、特に女性の保健医療対策が立ち遅れている。医学的にみれば、より長命で

あるはずの女性の平均余命が男性と等しいこと、女児の死亡率が高いことは、それを裏付けてい

る。

　日本政府は、1993年５～６月、人口家族計画基礎調査団（国立国際医療センター・喜多団長）を

派遣し、母性保健の改善について同国政府に提言、人材養成に主眼を置いた技術協力プロジェク

トの可能性を示唆した。

　一方、パキスタン政府は、首都イスラマバードにあるパキスタン医科学研究所（Pakistan

Institute of Medical Science：ＰＩＭＳ）構内に、無償資金協力による母子保健センターの建設

を要請、その建設後の技術協力をあわせて要請した。ＰＩＭＳには小児病院、看護大学、検査技

師学校が日本の無償資金協力で建設されており、小児病院、看護大学において技術協力プロジェ

クトも実施され、一定の成果をあげ1993年に終了している。

　当時、ＰＩＭＳ総長らパキスタン側は、以前の経過を踏まえて、無償資金協力による三次医療

を主目的とした有償病床を有する小児病院の建設と、機材保守のための日本人専門家派遣を希望

していた。このような状況下にＪＩＣＡは、基礎調査団の提言に基づき、現状を調査分析し関係

者と協議を進めることを目的に、1993年 10～ 12月、母子保健専門家を派遣した。

　現地調査によって、途上国に共通する地方の保健医療対策の立ち遅れに加え、女性への保健医

療行為は女性が行うという習慣が強いため、特に女性の保健改善に不可欠な女性医療従事者の全

国的不足、一応形式的には、各ドナーにより提言され導入されたものの十分組織化されず、また、

必要な物質的、人的支援体制がないため、実効あるレファラルシステムおよび産科救急対策が存

在しない等の問題点が判明し、パキスタン側とその対応策を検討した。この時、合意には至らな

かったものの、日本側は、パキスタンで全国的に裨益し得る技術協力プロジェクトとしては、女

性医療従事者再教育を中心とし母性保健の向上をめざすものが必要であり、無償資金協力による

施設建設はそのための人材養成の場として位置づけるのが適当との見解を提示した。

　しかしながら、なお、パキスタン側には技術協力プロジェクトに対する期待も具体的提案もな

く、基礎調査団の提言による母子保健プロジェクト・コミッティーも、主としてＰＩＭＳ関係者

からなるもので形骸化していた。

　このように、両者の考え方には大きく隔たりがあったが、長期調査に基づき、話し合いを重ね、
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1993年 11月、最終的に以下の事項等について一応の合意に達した。

(1) 技術協力プロジェクトは、母性保護を基本的方針とし、地方を含む国民全体に裨益させる

ものである。

(2) 無償資金協力は、技術協力に必要な施設建設に限って実施する。

(3) プロジェクト内容案として、全国の女性医師・看護婦・助産婦等、指導者レベル対象再教

育と、イスラマバード首都圏（Islamabad Capital Territory：ＩＣＴ）でのレファラル・モ

デル形成を検討の対象とする。

(4) 保健医療事業の実行主体である州保健局との協力関係や、研修運営費の負担などの諸問題

は、さらに調査検討を要する。

　本プロジェクトの経過について特筆されることは、日本側は、パキスタン側と意向が異なるま

まプロジェクトを進めることのないよう慎重に対応し、日本国内では外務省・ＪＩＣＡ・厚生省

関係者らが協議を重ねるとともに、現地大使館・ ＪＩＣＡを通じてパキスタン側と対話を継続し

たことであろう。

　以上の経過を通じて、パキスタン側の理解が進んだと判断されたため、 ＪＩＣＡは1995年５月、

母子保健専門家チームを派遣して、実施に向け双方の意向をあらためて確認した。その結果、現

在のパキスタンには母性保護に高いニーズがあること、幅広く国民に裨益するためには、人材養

成と実行可能な保健システム構築が重要であるということで意見が一致した。また、ＰＩＭＳは

プロジェクト実施機関として、州保健局からの研修生確保、専任の人材配置、運営費の支出等が

可能であるとの意志表示があった。

　こうした経緯をうけて、今回、母子保健技術協力プロジェクトの実施に向けて、具体的な内容

を検討するため、事前調査団が派遣された。

１－２　調査団の構成

　　　　　氏　名　　　　　　　　所　　　属

　団長　喜多　悦子　　国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力課長

　団員　仲佐　　保　　　　同　　　　　　　国際医療協力局派遣協力課医師

　団員　日野　悦子　　　　同　　　　　　　病院看護部婦長

　団員　仁田　知樹　　国際協力事業団医療協力部医療協力第一課課長代理
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１－３　調査日程

日順 月日 曜日 移　動　お　よ　び　業　務
１ ９月 23日 土 東京→バンコク（JL-717）
２ ９月 24日 日 バンコク→イスラマバード（PK-797）

13:30～14:20　ＪＩＣＡ事務所打合せ
14:30～15:20　川上駐パキスタン大使表敬

３ ９月 25日 月  8:30～12:00　ＩＣＴにおける母子保健活動の現場視察
　　　　　　　－BHARAKAU, Rural Health Centre

　　　　　　　－PIND BEGWAL Basic Health Unit

12:00～15:00　パンジャブ州（ラワルピンディ近郊）における母子保健活動の
　　　　　　　現場視察
　　　　　　　－SHAKRIL Maternal Child Health Centre

　　　　　　　－SAGRI Basic Health Unit

15:00～16:00　ＪＩＣＡ事務所打合せ
４ ９月 26日 火  9:00～10:15　保健省（ＭＯＨ）、ＰＩＭＳとの協議

10:30～11:30　ＰＩＭＳとの協議（於ＰＩＭＳ）
11:30～12:15　ＰＩＭＳ構内の視察
13:30～15:30　ＰＩＭＳとの協議
16:00～17:00　ＪＩＣＡ事務所打合せ

５ ９月 27日 水  9:00～10:30　母子保健プロジェクト運営委員会（Steering Committee）
　　　　　　　（於ＰＩＭＳ）
10:30～11:00　ＰＩＭＳとの打合せ（於ＰＩＭＳ）
11:00～15:00　パンジャブ州（テキシラ、アボタバード、アトック）における
　　　　　　　母子保健活動の現場視察
　　　　　　　－TEXILA Tecil Hospital

　　　　　　　－ABOTABAD HUSSAN ABDAL

　　　　　　　　Maternal Child Health Centre
　　　　　　　－ATTOCK Regional Public Health Nurse School

パンジャブ州→ペシャワール
６ ９月 28日 木  9:00～10:30　北西辺境州保健局長（D. G. Health, NWFP）表敬

10:30～13:00　北西辺境州（ペシャワール近郊）における母子保健活動の
　　　　　　　現場視察
　　　　　　　－CHARPARIZA Basic Health Unit

　　　　　　　－Peshawar Regional Public Health Nurse School

　　　　　　　－HYATTSHAHEED Teaching Hospital

15:00～15:30　北西辺境州(ペシャワール)におけるＮＧＯ活動の現場視察
15:30～16:30　アフガン難民キャンプ（ペシャワール近郊）の視察

７ ９月 29日 金 資料整理
８ ９月 30日 土 ペシャワール→イスラマバード（車両）
９ 10月１日 日  9:00～12:30　ＰＩＭＳとの協議（於ＰＩＭＳ）

13:30～14:30　世界保健機関（ＷＨＯ）との意見交換
15:30～17:30　ＪＩＣＡ事務所打合せ／団内打合せ

10 10 月２日 月  9:15～10:30　ＰＩＭＳとの協議（於ＰＩＭＳ）／ ＰＩＭＳ構内の視察
11:00～12:30　イスラマバードにおける医療機関（青年海外協力隊員）の
　　　　　　　活動現場視察
　　　　　　　－Islamabad Capital Hospital

14:00～14:40　議事録(Munites of Discussions)署名交換（於ＰＩＭＳ）
15:00～16:15　国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）との意見交換
16:30～17:00　ＪＩＣＡ事務所打合せ／団内打合せ

11 10 月３日 火  9:30～10:00　ＪＩＣＡ事務所報告
10:30～11:15　日本大使館報告
11:30～12:30　経済局（ＥＡＤ）報告
15:00～15:30　世界銀行との意見交換
イスラマバード→カラチ（PK-309）
カタチ→

12 10 月４日 水 →シンガポール（SQ-417）
13 10 月５日 木 シンガポール→東京（SQ-012）
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１－４　主要面談者

(1) パキスタン側関係者

１）ＰＩＭＳ

　Pakistan Institute of Medical Sciences

Prof. Mushtaq Ahmed Khan Executive Director

Dr. Javed Chaudhry Joint Executive Director

Dr. Batool Gynecologist, Consultant Obstetrician, PIMS

Dr. Gul N. Rehman Consultant M. C. H., Children's Hospital

　College of Medical Technology, Pakistan Institute of Medical Science

Dr. Chaudhry Principal

２）連邦政府

　Ministry of Health, Government of Pakistan

Dr. Mushtaq Chaudhry Director Health Services Academy (HSA)

Dr. Fahim Arshad Malik Deputy Director General

　Economic Affairs Division, Government of Pakistan

Mr. Shahid Humayun Deputy Secretary

３）ＩＣＴ／ラワルピンディ／パンジャブ州

　Islamabad Capital Territory, Ministry of Interior

Dr. Muhammad Najeeb Durrani Assistant District Health Officer

　RHC Bhara Kau

Dr. Mohammed Tahiv Medical Officer in Charge

Dr. Samina Woman Medical Officer

　BHU Pind Baghal

Dr. Medical Officer in Charge

Miss Lady Health Visitor (LHV)

　Islamabad Capital Hospital

Dr. Masura Executive Director

Dr. Shabnam Raja Chief of Department, Ob/Gy

Dr. Amir Hamzah Chief of Department, Pediatrics

４）パンジャブ州／ラワルピンディ

　Ministry of Health, Punjab

Dr. Khalid Saifullar Khan D. G. Punjab

Dr. Fayyaz Ahmed Ranjha Director Health Services, Rawalpindi
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　MCH Centre Shakrial

Ms. Parveen LHV

　BHU Sagri, Rawalpindi

Dr. Abid Sharif Medical Officer in Charge

Ms. Mumtaz LHV

　Tecil Hospital Texila

Dr. Semina Woman Medical Officer (WMO)

　MCH Centre Abotabad Hussan Abdal

Ms. LHV

　Public Health Nurse School Attock Region

Dr.

５）北西辺境州

　Ministry of Health, NWFP

Dr. Azmat Afridi D. G. NWFP

Dr. Afridi

　BHU Charipariza

Dr. Medical Officer in Charge

　Public Health Nurse School Peshawar

Dr. Aquina Lana Principal

Ms. Sajiba Bakht LHV

Dr. Nasim

　Teaching Hospital Hyatt Shaheed

Dr. Zianil Islam Administrator

Dr. Fuiz Mohammad Khan Pediatrician

Dr. Qanner Zamon Surgeon

Dr. Parveen Azim Consultant, Ob/Gy

(2) 日本側関係者

１）在パキスタン日本国大使館

　川上　隆朗 特命全権大使

　深田　博史 公使

　山田　耕士 一等書記官

　仲田　光好 一等書記官
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２）ＪＩＣＡパキスタン事務所

　村田　　晃 所長

　西宮　宣昭 次長

　塩野　広司 所員

　下村　朋子 青年海外協力隊（ＪＯＣＶ）隊員（看護婦）

(3) その他

１）国際機関

　World Health Orgnization

Dr. Mohamud Ali Barzegar Representative

　UNICEF Pakistan Office

Ms. Margaret Kyenkya Chief, Health and Nutrition

Ms. Sareer Ara Programme Officer for Safe Mothehood

　The World Bank, Health & Population

Dr. M. Bashir Ur-Haq Project Advisor

２）NGOs

　JAPAN Afgan Medical Sevices (JAMS)

Dr.
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２．２．２．２．２．要　　約要　　約要　　約要　　約要　　約

　本調査団は、前述の構成および日程により、パキスタンを訪問、調査を実施し、関係者らと真

摯な意見交換を行い、以下の知見と所見を得た。

２－１　母性保健の必要性とその認識

　パキスタン女性の対男性比平均寿命は91（通常、105程度以上、たとえば日本では男性78歳、女

性84歳で対男性比108、平均寿命最短のウガンダでは男性42歳、女性44歳で対男性比104）、成

人女性識字率も著しく低く（全国平均22％、農村部10％以下）、これらの状況を反映してＧＮＰ比

保健指数も他国に比し、なお改善されていない。しかしながら、わが国の小児病院プロジェクト

をはじめ、各援助機関の支援などもあって、地域差はなお大きいものの乳児死亡率（Infant

Mortality Rate：ＩＭＲ）で、先進工業国の約10～15倍程度まで改善されてきているのに対して、

妊産婦死亡率は500～ 1300/100,000出産と先進工業化国に比し100倍以上劣悪な状況にある。し

かも、伝統的な社会環境から、なお、その実態は不明な地域もあるなど、早急な母性保護の改善

が必要なことは明らかといえる。本調査団は、パキスタンの関係各位と意見を交換し、これらの

見解を共有し得た。

２－２　プロジェクトの開始時期

　現在、パキスタンでは母性保護、女性開発に関する報道が氾濫しており、また、最近では、首

相プロジェクト（Prime Minister's Project）など、いわゆるリプロダクティブヘルスや女性の能

力開発（Women Empowerment）などの記事が多く、人々の意識が高まっていることが感じられ

た。しかしながら、これらの各種宣伝（advocacy）にもかかわらず、調査した限り、実態はほと

んど稼働していないことは明らかであり、今後、本プロジェクトが実施されれば、時宜を得たも

のとして、母性保護（safe motherhood）のみならず、関連分野のイニシアチブをもち得るものと

予測される。

２－３　「ＭＣＨ（母子保健）」の妥当性

　２－１に述べたように、比較的多くの関係者は人口問題の重要性を認識し、家族計画の必要性

を理解している。したがって、プロジェクトのタイトル名としては「人口（population）」を加味

することも可能ではあるが、少なからぬ保健医療および関連分野の責任者は数名以上の子供をも

ち、人口問題への関与に個人的な逡巡を示した。

　したがって、本プロジェクトは、母性保護（不要の妊産婦死を避け、健康な子供を生み育てる）

のための実地訓練、教育に重点を置き、実践を通じて関連分野の必要性を広報するのが妥当と考
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える。また、このプロジェクトは、同国の人口セクターの政策とも補完的に働くと考えられる。

２－４　プロジェクトの機能

　プロジェクトの機能は、

①各レベルの母子保健医療従事者の実践的教育訓練、

②上位保健機関からコミュニティに至るまでの双方向のレファラルシステムの確立、

および

③公衆衛生学的な調査活動に集約される。

　これらを通じて、パキスタンの関係者ならびに地域の人々が真に問題とその解決法をみつけ、自

らの力で実践することを支援する。

２－５　地方展開

　プロジェクトの拠点はＰＩＭＳに置き、今までわが国が供与支援してきた施設、資材、人材の

活用を図りたい。しかしながら、パキスタンではＰＩＭＳなど一定レベル以上の公的私的施設で

管理されている分娩は、恐らく数万以下であり、農村部の大多数の女性は、先進医療はいうまで

もなく、基礎的保健知識からすら見放されたまま、頻回妊娠分娩を繰り返している。本プロジェ

クトは、この状況を改善するべく、医師のみならず看護婦、女性医療者（Lady Health Visitor：

ＬＨＶ）あるいは実際には最も多数の分娩を扱っていると考えられる伝統的助産婦ＴＢＡ（の指

導者）などをも含む（女性）保健医療従事者への実践教育を通じ、母性保護強化をめざすととも

に、紙の上の存在に過ぎないともいえるレファラルシステムの活性化を行う。また後者において

は、調査を通じて、ことに地域保健医療施設が中央からのフィードバックを強く求めていること

より、少なくとも限定した地域での双方向の実践的関係を早急に確立することは、以後のプロジェ

クト展開に重要であろう。

　これらの点から、本プロジェクトは中央あるいはＰＩＭＳという一施設内にとどまることなく

活発な地方活動を必要とし、このため、パンジャブ州、北西辺境州あるいは、連邦直轄地（ＩＣ

Ｔ）など地域医療の行政、実施を担当する機関や組織との連携を密にする必要がある。

　なお、パキスタンでは医師、大卒看護婦のほか、看護学校卒の看護婦、Public Health Schoolに

よるＬＨＶのほか、Medical Assistant、Trained/Untraind TBAに加えて、最近、首相プロジェ

クト（Prime Minister's Project）としてのNational (Lady) Health Workerなど、各種保健医療

専門職が入り乱れて活動している。本プロジェクトはこれらの機能の母性保健部分の標準化にも

関与できる可能性があるほか、これらの基礎的保健専門職の教育訓練にかかわるＷＨＯ、ＵＮＩ

ＣＥＦあるいは世界銀行をはじめとする多くの国際機関やＮＧＯｓとの連携により、より深く地

域活動を行える可能性もある。
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２－６　無償資金協力との連携

　無償資金協力による産科（母性）病院の建設は、首都圏であるイスラマバードにすら該当する

施設がないことより、地域でも歓迎される。しかも、限られた住民への恵まれた医療を行うため

ではなく、地方展開を重視した実地訓練の場としての母子保健センター（Maternal and Child

Health Center）の意義は大きく、特に母性に関しての知識、情報を伝える意味で、機能的に中心

的役割を果たす必要があり、本技術協力プロジェクト展開には必須のものである。また、今後、す

でに現在、各地方で行われている教育への訓練資材、情報、移動手段の供与をも考慮して計画さ

れれば、技術協力プロジェクトのいっそうの地方展開を促進するものとなろう。

２－７　今後の展開と問題

　日本側としては、11月以降に予定される長期調査と無償資金協力による具体的な計画に密接な

連携が求められること、および、本プロジェクトに関与するべき十分な経験と知識をもった専門

家のリクルートが問題である。また、パキスタン側には、ＰＩＭＳ内のみならず、連邦政府、関

連各州ならびに地区政府関係者間の緊密な連携と新施設の管理運営費と人材のリクルートが問題

である。

　なお、効果的な活動が展開され、母性保護の強化向上が確認されれば、本プロジェクトは近隣

のイスラム諸国へのモデルとして、また、第三国研修の場としても活用されよう。
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３．３．３．３．３．要請の背景と内容要請の背景と内容要請の背景と内容要請の背景と内容要請の背景と内容

３－１　要請の背景

　パキスタンでは、一般に女性の社会的地位や教育水準がきわめて低く、高い妊産婦死亡率・乳

幼児死亡率が示すように、母子の健康状態は劣悪な状態にある。小児のプライマリー・ヘルスケ

アに関しては、各ドナーの努力もあって改善してきているが、女性の保健対策はあまり進んでい

ない。女性への保健医療行為は女性が行うという習慣が強いため、特に女性の保健改善に不可欠

な女性医療従事者が、全国的に不足している。また、言語・習慣等が地方によって異なり、上水・

交通・通信等のインフラの不備もあって、地方の保健医療対策は特に立ち遅れており、実効ある

レファラルシステムおよび産科救急対策は不在である。

　日本政府はパキスタンの保健医療状態を改善するため、これまでにも多くの支援を行ってきた。

無償資金協力としては、ＰＩＭＳのイスラマバード小児病院・看護大学・臨床検査技師学校、

ＩＣＴにあるNational Institute of Health（ＮＩＨ）の薬品検査・伝統医学研究部門、ファイサ

ラバードのパンジャブ医科大学、パンジャブ州・北西辺境州の一次医療施設機材整備などがある。

イスラマバード小児病院・看護大学には、建設後に技術協力プロジェクトが実施され、成功裡に

完了している。

　日本政府は、1993年５～６月に、人口家族計画基礎調査団を派遣、母性保健の改善について、パ

キスタン政府保健省関係者に提言、人材養成に主眼を置いた技術協力プロジェクトの可能性につ

いて示唆した。

　一方、パキスタン側は、1993年６月で終了したイスラマバード小児病院プロジェクトの発展的

延長として、ＰＩＭＳ構内に無償資金協力による母子保健センターの建設と、建設後の技術協力

を要請した。

　その後、専門家派遣や外交ルートでの協議を重ね、最終的には母性保健を主体とし人材養成に

重点を置いた母子保健技術協力プロジェクトと、必要に応じ研修の場となる医療施設の建設を実

施するという方向で、双方の理解に至っている。
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表3-1　主要な保健・社会指標（1992）

＊このデータは、ＵＮＩＣＥＦによる予測値（1994）である。

　アガ・ハーン大学、その他のデータによる妊産婦死亡率には、次のように報告されている。

ンタスキパ 本日

口人総 000,008,421 000,005,421

（産生総民国りた当人１ $SU ） 004 039,62

）歳（命余均平の時生出 性男 95 性女　 95
比性男対（ 001 ）

性男 67 性女　 28
比性男対（ 801 ）

口人（率生出粗 000,1 ）対 14 01

口人（率亡死粗 000,1 ）対 11 7

生出（率亡死児乳 000,1 ）対 59 4

生出（率亡死児満未歳５ 000,1 ）対 731 6

生出（率亡死婦産妊 000,001 ）対 *005 9

）％（率加増口人 1.3 3.0

率生出殊特計合 2.6 5.1

）％（率及普法妊避 21 46

）％（率字識人成 性男 74 性女　 12 -

口人（数師医 000,001 ）対 43 871

口人（数人護看 000,001 ）対 02 586

）％（率るめ占に算予家国 健保 0.1 防国　 9.72 -

）％（率るめ占に出支計家 療医 1 料食　 73 療医 01 料食　 71
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